
令和８年度香芝市国民健康保険特定保健指導等業務 内訳書 

 

１ 特定保健指導 

 

区  分 予定数量 支払条件 

動機付け支援 ８０人 
初回面談終了後に８/１０を支払 

残る２/１０は評価終了後に支払 

積極的支援 

 

面談による評価 １５人 

・初回面談終了後に４/１０を支払 

残る６/１０（内訳としては３ヶ月以上の継続的な

支援が５/１０、実績評価が１/１０）は評価終了後

に支払 

・継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合

は、５/１０に実施済みポイント数の割合を乗じた

金額を支払 

※面談による評価と電話による評価で単価が異な

る場合は、電話による評価分は市へ直接請求とす

る。 

電話による評価 ５人 

 

２ 特定保健指導対象外の者への保健指導 

 

区  分 予定数量 支払条件 

特定保健指導対象外者 ２０人 初回支援終了後に市へ直接請求とする 

 

３ 特定保健指導利用券発送業務 

 

内  容 予定数量 

通知物等発送（三つ折、封入封緘、発送業務含む） ３００人 

 

４ 利用勧奨電話業務 

 

内  容 予定数量 

利用勧奨電話 ３００人 

 

注意 

本内訳書に記載した数量は予定（見込み）数であり、実施を保証するものではない。 

 


